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空き家対策においては、「使えるものは使
い、除却すべきものは除却する」ことが重要
である。この認識のもと、空き家の利活用、
除却、さらには発生抑制と、各局面で総合的
なアプローチが必要であり、中古住宅市場の
活性化・流通促進をはじめ、民事法制の整備、
自治行政権の行使、相続等を視野に入れた福
祉連携、都市部や農村部での各政策目的に応
じた対応など、様々な行政分野において幅広
い施策が講じられている。
本稿では、2014年（平成26年）に成立した

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の
施行状況を中心に、空き家対策の現状につい
て概括する。

1 ．我が国の空き家の現状

第二次世界大戦終戦後、我が国は約420
万戸といわれる住宅不足に陥ったが、公
営・公団・公庫の三本柱を中心とする住宅
政策のもと、1968年（昭和43年）には全国
で、1973年（昭和48年）には全都道府県で
住宅総数が総世帯数を上回って量的充足に
至った。以降、量から質への政策転換、持
家取得の促進、国民の新築需要、旺盛な建
築活動によって、住宅数は世帯数の伸びを
上回って増え続け、直近の住宅・土地統計
調査（2018年（平成30年）総務省）におい
ては、総世帯数約5,400万世帯に対し、住

宅総数は約6,241万戸となった。一世帯当
たりの住宅数は1.16、空き家率は13.6％で
ある。
空き家総数は、1998年（平成10年）には

約576万戸だったが、2018年（平成30年）
には約849万戸となり、この20年間で約1.5
倍に増加した。空き家は、「賃貸用の住宅」
や「売買用の住宅」、別荘などの「二次的
住宅」、「その他の空き家」に分類されるが、
このうち「その他の空き家」は、この20年
間で約1.9倍となり、2018年（平成30年）
には約349万戸となっている。また、この
うち約250万戸が木造の戸建て住宅である。
翌2019年（令和元年）に国土交通省が行

った空き家所有者実態調査の結果をみる
と、空き家のより詳細な姿が見えてくる。
「その他の空き家」について、約６割は相
続により所有したものであり、1980年（昭
和55年）以前に建築されたものが約
３/ ４、鉄道駅から２km圏内に立地して
いるものが約６割、人が住まなくなってか
ら10年以上経過したものが約半数を占め、
何らかの腐朽や破損のあるものが６割を超
えている。また、その所有者は、約４割が
その他の空き家から１時間圏内に居住して
おり、今後５年程度の利用意向として、空
き家のままにしておく（物置としてそのま
ま使う場合を含む）が４割強、取り壊す予
定が約２割、建替えや修繕をして住むが約
１割、売却や賃貸の意向が約１割となって

我が国の空き家の現状と対策について

　国土交通省住宅局住宅総合整備課 
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いる。
〈令和元年空き家所有者実態調査〉
h t t p s : / / w w w . m l i t . g o . j p /
jutakukentiku/house/Ｒ1_akiya_
syoyuusya_jittaityousa.html

2 ． 「空家等対策の推進に関する特
別措置法」の成立と施行

2014年（平成26年）、都市部・農山漁村
を問わず管理不十分な空き家により安全・
公衆衛生・景観等様々な問題が生じており、
当時既に401の地方公共団体において条例
が制定されていたもののその取組みに限界
があったことを背景に、議員立法により「空
家等対策の推進に関する特別措置法」（以
下「空家法」という。）が成立、翌2015年（平
成27年）に施行された。
この空家法において、空家等を「建築物
又はこれを付属する工作物であって居住そ
の他の使用がなされていないことが常態で
あるもの及びその敷地（立木その他の土地
に定着する物を含む）と定義1したうえで、
①「倒壊等著しく保安上危険となるおそれ
のある状態」、②「著しく衛生上有害とな
るおそれのある状態」、③「著しく景観を
損なっている状態」、④「その他周辺の生
活環境保全を図るために放置することが不
適切である状態」の空家等又はそうした状
態が予見される空家等の４類型を「特定空

家等」として、除却、修繕又は立木竹の伐
採等の措置2の助言又は指導、勧告、命令3、
さらには行政代執行（所有者不明の場合は
略式代執行）を可能としている（第14条）。
空き家は、民間の社会経済活動の結果と

して生じているものであり、そのなかには、
賃貸・売却用や別荘等の二次的住宅、家財
等の置き場として適切に管理されているも
のが含まれる。管理が不十分な状況になっ
たものであっても、不在者財産管理制度（民
法第25～29条）や相続財産管理制度（同第
951～959条）により、利害関係人や検察官
が財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立
て、これにより当該財産を管理・運用・処
分（裁判所の許可が必要な場合あり）を行
うことが従来から可能であった4が、安全上・
衛生上・景観上などの外部不経済が著しい
特定空家等については、自治行政権の行使
によってこれに対処できることとなった。
空き家対策の実施は市町村の責務（努力

義務）と明確に定められ（第４条）、市町
村は、国が策定する空家等に関する施策の
基本指針（第５条）に即した空家等対策計
画の作成（第６条）・協議会の設置（第７条）
を行うことができるとされた。一方、都道
府県は市町村に対する技術的助言や市町村
相互間の連絡調整等を行うこととされてい
る（第８条）。
また、市町村による、空家等への立入調

査5権限（第９条）、固定資産税情報の内部

1 　空家等には、空きビル等住宅以外の建築物が含まれていることに留意が必要。
2　①「倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」②「著しく衛生上有害となるおそれのある状態」
にない特定空家等については、建築物の除却を除く。
3　違反した者は、五十万円以下の過料。
4　2019年（平成31・令和元年）一年間の不在者財産管理人選任申立て件数は約3,000件、相続財産管理人
選任申立て件数は約5,000件（法制審議会資料）。なお、2021年（令和 3年） 4月の民法改正により、所有
者不明建物管理人制度、管理不全建物管理人制度が新設される（令和 5年 4月 1日施行）。
5　拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料。
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利用（第10条）、空家等のデータベースの
整備（第11条）、所有者等による適切な管
理のための助言・情報提供（第12条）等が
規定された。このほか、国・都道府県によ
る市町村に対する財政上の措置、国・地方
公共団体による税制上の措置も規定されて
いる。
2021年（令和３年）３月末現在、空家等
対策計画は全国1,741市区町村のうち1,322
市区町村（77％）で策定されており、法定
協議会は同907市区町村（55％）で設置済
みである。
特定空家等に対する措置は、法施行以降
の累計で、助言・指導が24,888件、勧告が
1,868件、命令が215件、行政代執行が92件、
略式代執行が259件となっている（2020年
度（令和２年度）実績はそれぞれ、助言・
指導5,849件、勧告480件、命令66件、行政
代執行23件、略式代執行66件）。この特定
空家等のほか、管理不全状態の空き家につ
いては、空家法第12条に基づく所有者等へ
の助言・情報提供や条例に基づく措置など
により、同じく累計で112,435件について、
除却・修繕等の対応が行われた。
全体的にみると、広く全国的な問題とし
て、各市区町村が空家法に基づく空家等対
策計画を策定し、これに基づく取組みが進
んできている。一方で、空家法の枠組みに
よる市区町村の対応は、基本的に管理不全
となり周囲に迷惑を及ぼす空き家に対する
自治行政権の行使であり、行政代執行の件
数が比較的抑えられている現状からは、私
有財産への権利・義務として民間が本来解
決していくべき問題に対するモラルハザー
ドの懸念から、その適用に慎重姿勢である
ことも示唆される。

3 ．  空家法施行 5年経過後の検討
及び所要の措置

空家法附則第２項において、「この法律
の施行後五年を経過した場合において、こ
の法律の施行の状況を勘案し、必要がある
と認めるときは、この法律の規定について
検討を加え、その結果に基づいて所要の措
置を講ずる」とされている。このため、空
家法の施行状況や市区町村からの様々な要
望を把握し、これらを踏まえた検討を行っ
た結果、その殆どが法改正までは必要とせ
ず、空家法の解釈・運用の明確化等で対応
可能なものであったことから、以下の８項
目について、2021年（令和３年）６月まで
に、基本指針・ガイドラインの改正（2021
年（令和３年）６月）や事例集の作成・周
知を行い、より一層の空き家対策の推進を
図ることとした。
〈報道発表：「空家法基本指針及び特定空
家等ガイドラインを改正」〉
https://www.mlit.go.jp/report/press/
house03_hh_000146.html

⑴　市町村による財産管理制度の活用
市町村が債権を有している空家等や特

定空家等でなくても市町村長による申立
てが認められた事例集を作成（2020年（令
和２年）12月公表。最高裁判所事務総局
より家庭裁判所へ情報提供。）するとと
もに、所有者等の所在を特定できない場
合等において市町村長が財産管理人の選
任の申立てを行うことも考えられる旨を
明確化（基本指針・ガイドラインの改正）
〈空き家対策における財産管理制度活用
の事例集〉
h t t p s : / / w w w . m l i t . g o . j p /
common/001378910.pdf

⑵　災害等の緊急時の対応
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災害対策基本法第62条の規定に基づく
市町村の応急措置について内閣府と連名
で通知（2020年（令和２年）12月）する
とともに、基本指針・ガイドラインに明
記。また、条例・他法令に基づく災害等
の緊急時の対応に係る事例集を作成
（2021年（令和３年）４月公表）
〈条例又は法令に基づく緊急安全措置の
取組（事例集）〉
h t t p s : / / w w w . m l i t . g o . j p /
j u t a k u k e n t i k u / h o u s e /
content/001402750.pdf

⑶　将来的に周辺への悪影響が予見される
空家等への対応
「将来著しく保安上危険又は著しく衛
生上有害な状態となると予見される場
合」も含めて特定空家等の対象と判断で
きることを明確化6（基本指針の改正）
するとともに、同状態が予見される場合
の判断にあたり参考となる基準等を明確
化（ガイドラインの改正）
⑷　所有者等の探索方法及び国外に居住す
る所有者等への対応
他法令における対応を参考に、これま
での空家法の運用実態も踏まえ、略式代
執行に際して、市町村の過失なく所有者
等を確知することができない場合の考え
方、国外に居住する所有者等の調査手法
等について明確化（ガイドラインの改正）

⑸　所有者等への空家等の管理に関する意
識啓発
所有者等に対し効果的に注意喚起を図
る取組みに関する事例集を作成（2021年
（令和３年）３月公表）するとともに、
空家等となることが見込まれる住宅の所

有者等に対する適切な管理についての注
意喚起の必要性について明確化（基本指
針の改正）
〈空家等の所有者の注意を喚起するため
の取組事例集〉
h t t p s : / / w w w . m l i t . g o . j p /
common/001397793.pdf

⑹　地域の空家等対策を支援する民間主体
の活用
民間連携に関する事例集を作成（2021

年（令和３年）３月公表）するとともに、
法定協議会の構成員の例示として、地域
の空家等対策に取り組むNPO等の団体
を追加し、連携して専門的な相談対応を
行うことを明記（基本指針の改正）
〈民間事業者と連携した空き家対策の取
組（事例集）〉
h t t p s : / / w w w . m l i t . g o . j p /
j u t a k u k e n t i k u / h o u s e /
content/001407762.pdf

⑺　代執行時の動産の取扱い
特定空家等の代執行時に、動産等をそ

の措置に含める場合の手続き等について
明確化（2020年（令和２年）12月のガイ
ドラインの改正）

⑻　一部が使用されていない建築物への対応
一部に空き住戸がある長屋等への対応

を求める要望に対し、外見上は長屋であ
っても隣接する住戸との界壁が二重構造
となっている等の場合には空家法の対象
となる旨を明確化（ガイドラインの改正）

6 　予見される場合であっても、特定空家等として勧告することにより固定資産税等の住宅用地特例の適用外
となる。
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4 ．空き家対策に関連する支援等

冒頭にも述べたように、空き家対策は
様々な行政分野に関連していることから、
関係各機関の施策をとりまとめ、「具体の
事案に対する対応手段の選択肢となる諸規
制等」（建築基準法、道路法、消防法、災
害対策基本法など）、「空家等対策に必要な
諸手続規定等」（民法に基づく財産管理制
度など）、「空家等の発生又は増加の抑制等
に資する施策等」（農林水産省・国土交通
省が所管する10施策）、「空家等の利活用、
除却等に対する支援施策等」（内閣官房・
総務省・文化庁・厚生労働省・農林水産省・
国土交通省・観光庁・環境省が所管する32
施策）、「その他関連する他分野の諸制度等」
（内閣官房・内閣府・消防庁・法務省・厚
生労働省・国土交通省・環境省が所管する
11施策）について、国土交通省HPにおい
て一覧及び個票を紹介している。
〈空家等対策に係る関連施策等（施策等
一覧）〉2021年（令和３年）７月 国土交
通省・総務省
h t t p s : / / w w w . m l i t . g o . j p /
j u t a k u k e n t i k u / h o u s e /
content/001411984.pdf

〈空家等対策に係る関連施策等（個票）〉
2021年（令和３年）７月 国土交通省・
総務省
h t t p s : / / w w w . m l i t . g o . j p /
j u t a k u k e n t i k u / h o u s e /
content/001411986.pdf

国土交通省においても、様々な支援措置
等を講じているが、本稿では、主要な支援
策として、空き家対策総合支援事業、住宅
市場を活用した空き家対策モデル事業、住
宅セーフティネット制度、「安心Ｒ」住宅

制度、フラット35地域連携型及び地方移住
支援型、買取再販で扱われる住宅の取得等
に係る不動産取得税・登録免許税の特例、
空家に係る譲渡所得の特別控除の特例、固
定資産税等の特例（住宅用地特例の解除）
について簡単に紹介する。

⑴　空き家対策総合支援事業【図１】
空家法に基づく空家等対策計画を策定

し、法定協議会の設置など民間との連携
体制を構築した市区町村を対象に、空き
家の実態調査、空き家所有者等の特定事
務、空き家の利活用や除却に要する費用
等に対し支援。行政代執行等のための法
務手続きに要する費用も対象となるほ
か、空き家の利活用については、地域交
流施設だけでなく空家等対策計画に基づ
く移住・定住用住宅などへの改修につい
ても支援可能。

⑵　住宅市場を活用した空き家対策モデル
事業【図２】
空き家対策の執行体制の整備が必要な

自治体を対象として、空き家相談のため
の人材育成、法務・不動産・建築等の多
様な専門家と連携した相談体制を構築す
る取組み（部門１）や、空き家に係る全
国共通の課題に対し、住宅市場を活用し
た空き家対策に関する新たなビジネスの
構築等のモデル的な取組み（部門２）に
対し支援。

⑶　住宅セーフティネット制度【図３】
住宅確保用配慮者の入居を拒まない住

宅（セーフティネット住宅）の登録等に
際し、空き家の改修費・家賃低廉化・家
賃債務保証料低廉化・居住支援活動等に
支援。

⑷　フラット35地域連携型及び地方移住支
援型【図４】
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空き家対策等を実施している地方公共
団体と住宅金融支援機構が連携し、地方
公共団体による財政的支援とあわせて、
フラット３５の金利を引下げ。
⑸　買取再販で扱われる住宅の取得等に係
る不動産取得税・登録免許税の特例【図５】
宅地建物取引業者が既存住宅を取得
し、一定の質の向上を図るための改修工
事を行った後、住宅を個人の自己居住用
住宅として譲渡する場合において、宅地
建物取引業者による当該住宅の取得に課
される不動産取得税及び買主が当該住宅
を取得する際の移転登記に課される登録
免許税を減額。
⑹　空家に係る譲渡所得の特別控除の特例
【図６】
空き家の発生を抑制するため、被相続
人の居住の用に供していた家屋を相続し
た相続人が、当該家屋（耐震性のない場
合は耐震リフォームをしたものに限り、
その敷地を含む。）又は取壊し後の土地
を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲
渡所得から3,000万円を特別控除。制度
創設以降、累計で38,520件の利用（2020
年度（令和２年度）は9,713件）。

⑺　固定資産税等の特例（住宅用地特例の
解除）【図７】
空家法に基づき、市町村長が特定空家
等の所有者等に対し、除却、修繕、立木
竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を
図るために必要な措置を取ることを勧告
した場合、当該特定空家等の敷地につい
て、固定資産税等の住宅用地特例の対象
から除外。
なお、住宅用地特例については、空家
法の施行に合わせ、「構造上住宅と認め
られない状況にある場合、使用の見込み
はなく取壊しを予定している場合又は居

住の用に供するために必要な管理を怠っ
ている場合等で今後人の居住の用に供さ
れる見込みがないと認められる場合に
は、住宅には該当しない」旨の取扱いの
明確化が図られている（平成27年５月26
日付け総税固第４２号総務省自治税務局
固定資産税課長通知）。

⑻　空き家所有者情報の外部提供に関する
ガイドライン【図８】
空き家の利活用の促進を図る上で、宅

地建物取引業者等の民間事業者等との連
携が重要であることから、市町村が空き
家所有者情報を民間事業者等に提供する
ための法制的な整理や、空き家所有者情
報の収集・同意取得の留意点等の運用方
法、先進的な取組事例等をとりまとめ。
空き家所有者情報については、2019年

度（令和元年度）時点で206市区町村が
外部提供を行っている。その実績は、
2017̃2018年度（平成29～30年度）の２
年間で2,991件（その結果売買等に結び
ついたのは885件）である。

5 ． 住生活基本計画（2021～2030年
度（令和3～12年度））における目標

ここまで、我が国の空き家対策の現状を
概説してきたが、最後に、空き家対策に関
する今後の目標について記述する。
2021年（令和３年）３月に閣議決定され

た住生活基本計画は、「社会環境の変化」「居
住者・コミュニティ」「住宅ストック・産業」
の３つの視点から８つの目標を掲げてい
る。このうち、目標７として、「空き家の
状況に応じた適切な管理・除却・利活用の
一体的推進」を挙げており、
○　空き家関係の法制度の運用・手続き
等を明確化し、市町村による空き家の
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実態把握を推進。
○　所有者等による適切な管理を促進す
るとともに、周辺の居住環境に悪影響
を及ぼす管理不全空き家の除却等や特
定空家等に係る対策を強化。

○　地方公共団体と地域団体等が連携し
て空き家所有者のための相談体制を強
化し、空き家の発生抑制や空き家の荒
廃化の未然防止、除却等を推進。

○　所有者不明空き家について、市町村
による略式代執行等の法務的手続きを
支援するとともに、財産管理制度の活
用等の取組を拡大。

することにより、空き家の適切な管理の促
進及び周辺の居住環境に悪影響を及ぼす空
き家の除却を進め管理不全空き家の解消を
図るとともに、

○　空き家・空き地バンクを活用しつつ、
地方公共団体と民間団体等が連携して
古民家等の空き家の改修・DIY等を進
め、セカンドハウスやシェア型住宅、
一時滞在施設での居住、サブスクリプ
ション型居住等、多様な二地域居住・
多地域居住を推進。

○　地域にとって重要な場である中心市
街地等において、地方創生や中心市街
地活性化、コンパクトシティ施策等と
一体となって、空き家の除却と合わせ
た敷地整序や、土地等のコーディネー
ト機能を担うランドバンクを通じた空
き家・空き地の一体的な活用・売却等
による総合的な整備を推進。

○　空き家の情報収集や調査研究活動、
発信、教育・広報活動を通じて空き家
対策を行う民間団体等の取組を支援す
るとともに空き家を活用した新たなビ

ジネスの創出を促進。

することにより、立地・管理状況の良好な
空き家の多様な利活用の推進を図ることと
している。以上により、計画期間（2021～
2030年（令和３～12年））内に20万件の除
却等、計画終期（2030年（令和12年））に、
居住目的のない空き家数を400万戸程度に
抑えることを目指す。

６．終わりに

こうした目標の達成、空き家問題の解決
は、今後、我が国が世帯数減に転じるなか
で、行政のみならず民間の社会経済活動を
通じて図っていかなければならない。その
ためには、様々な行政分野にまたがって、
新たなニーズやビジネスの創出・育成、既
存住宅市場等の環境整備等の利活用促進、
相続等を契機とした空き家の発生抑制や生
じた空き家の適正管理、やむを得ず外部不
経済が発生した管理不全空き家への対応等
を総合的に進めていく必要があり、様々な
主体の連携・協力を得ながら、引き続き取
り組んでいきたい。
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